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【公共交通の課題】 

●持続可能な公共交通体系の構築 

・バス利用者の減少が続く中で、将来においても維持していくための効果的・効率的な公共交通体系構築 

・過疎化進展により、公共交通の大量性を十分に活かせない地域での少量輸送に対応した交通体系への転換と推進 

・供給側への対応として、交通事業者の経営体力の維持と事業継続体制の確立、担い手（二種免許保有者等）の持続的確保 

●地域構造に応じた公共交通体系の構築 

・高齢ドライバーの免許返納に対する受皿としての公共交通の役割強化 

・公共交通からの子育て支援のあり方 

・地域構造に応じた中心部、地域生活拠点を連絡する鉄道、幹線バス交通軸の維持 

・地域生活拠点、小さな拠点と集落を連絡する少量輸送体系の導入 

【公共交通の現況と問題点】 

・津山広域ﾊﾞｽｾﾝﾀｰを中心にバス網形成も、依然バス空白地域が残る（空白地域の人口は、1.4万人、全人口の12％）。 

・中心部では、バス網は密ではあるが、バスの分担率は周辺部と比べると低い。 

・バスの輸送人員は減少が続き、ＪＲの乗車人員も増減をしている中で、Ｈ26はＨ22を下回る。 

・バス路線別では、ごんごバス東環状線が増加傾向にあり、その他のごんごバスもここ数年は増加傾向。 

・一方で、民間の中鉄北部バスは、ごんごバスに並行する路線が多いこともあって利用者減が継続。 

・バス停別の利用者数は、中心部やその周辺の乗換拠点或いは目的地となっている商業施設、病院等での利用が多い。 

・隣接市町を連絡する路線のうち、高校生の通学を対象とした競合がある路線やＪＲが並行する路線では、利用が少ない。 

・駅利用者は、津山駅が突出し2千人/日を超えるが、その他の駅では、東津山駅の119人/日を除くと、100人/日以下。 

・津山線では運行本数は、47本/日で前回計画策定のH22と変化がないが、因美線では4本、姫新線で２本の減少。 

・バスに対する補助は、減少傾向にあったものの、H26からは増加に転じる。 

・阿波地域では過疎地有償運送が行われているが、ボランティア側も高齢者が含まれる 

[アンケート調査結果からみた公共交通の現況と問題点] 

・自動車利用が多く、鉄道、バスの利用は少ない。 

・バス、鉄道を利用しない理由の第１位は、自分で運転できるで、公共交通の必要性が低い方が多い。 

・鉄道では、68％、バスでは、58％が現状は維持すべきとの意見で、将来へは80％が不安を感じているが、公共

交通の利用意向は50％弱で、自分で利用して維持に寄与するという意識は低い。 

・おかやま愛カードの認知度は47％で、４％が所有している。タクシー運賃の割引特典を利用している割合が高

い一方、ごんごバスが対象外とあってバス運賃割引特典の利用は８％低い。 

・中心部への来街頻度は低く、さらにバスでの来街は３％に留まる。 

【地域の現況と問題点】 

・津山市の人口は、減少傾向、特に旧町村で大きく減少、少子高齢化もさらに進行。 

・全人口同様、高齢者人口も津山市中心部に集積。 

・世帯数は、高齢者のみの世帯、高齢単身世帯が増加傾向。 

・主要施設は、中心部周辺に集中。旧町村でも病院、スーパー等が支所を中心に集積。 

・中心部では居住人口、従業者数は減少傾向。 

【交通の状況（公共交通を除く）の問題点】 

・隣接市町との通勤通学流動は、美咲町、鏡野町からの流入、勝央町への流出が多い。 

・通勤通学での公共交通利用は、市内で1.4％、市からの流出で7.2％、流入で12.2％と極めて低い割合(H22)。 

・自動車保有台数、免許保有者数は、ほぼ現状で推移、高齢者が全体の24％を占める。 

・55－64歳の免許保有率は高く、今後、高齢者の免許保有率はさらに高まる見通し。 

・免許自主返納者は、わずかながらも増加傾向。 

【地域の課題】 
●本格的な人口減少、少子高齢化の進展に対し、これを克服するまちづくり 

・産業構造、地域構造の変化、多様なニーズに応じた雇用創出、子育て環境、高齢者対策への取り組み 

●特に中心部周辺の郊外型店舗の進出と集積に対する中心部の空洞化、高齢化への対応 

・中心部での活性化に対する早急な対応 

・コンパクトシティを目指した中心部、地域生活拠点等への都市施設の誘導、集約 

●県北の中心都市としての拠点性強化 

・就学、雇用、買物、通院等の集積と高機能化、多様化 

【地域交通への課題】 

●地域構造に応じた交通体系の構築 

・中心部、地域生活拠点、小さな拠点を連絡する交通軸の強化 

●広域交通体系の構築 

・隣接市町、県内広域交通拠点への連携強化 

●少子高齢化に対応した交通体系 

・高齢ドライバーへの事故抑制（自動車を運転しなくても生活できる交通体系） 

・子育てを支援する交通体系 

 

【上位計画・関連計画】 

・まちづくり施策と連携し、地域交通ﾈｯﾄﾜｰｸを再構築、地域実情を踏まえた多様な交通ｻｰﾋﾞｽ展開を後押し 

・中心拠点と地域生活拠点を相互連絡する交通や情報などのﾈｯﾄﾜｰｸにより、市域全体での連携・交流 

・持続可能なまちづくりと地域間連携を推進 

・県北の中心拠点にふさわしい活力ある都市 

・県北の中心都市としての拠点性向上を目指したまちづくり 

・「みんなで支え合うまちづくり」⇒「多様な地域交流の促進」 

・賑わいと交流の創出 

●地域活性化との連携・支援 

・福祉、観光、にぎわい創出における公共交通に対する要請に対応しながら、さらに潜在需要を発現 

・中心部の企業、商店街等と連携し、公共交通の利便性向上と中心部への来街を促す取り組み 

・津山駅周辺の整備に対する連携・支援 

●広域公共交通体系の構築 

・公共交通の大量性、速達性、定時性を活かした隣接市町、県内広域交通拠点への連携強化 

・共同運行バスに対する適切な運行形態のあり方 

【公共交通への要請】 

・「ｺﾝﾊﾟｸﾄ＋ﾈｯﾄﾜｰｸ」の形成に資するため、「地域公共交通網形成計画」と「立地適正化計画」の着実な策定、人口減少

に対応した持続可能な交通手段の導入 

・公共交通の再編・整備、公共交通の利便性向上 

・津山駅周辺整備、市民が利用しやすい公共交通体系の整備と確保。 

・中心市街地内の回遊支援⇒市街地内をきめ細かく巡回するバス路線やトランジットモールの検討 

・津山駅北口広場を中心とした整備、中心市街地での低床ﾙｰﾌﾟﾊﾞｽ運行及び利用促進 

・城東,城跡周辺,城西地区の回遊ルート整備,みまさかｽﾛｰﾗｲﾌ列車の充実と沿線の賑わい創出 
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目標とする公共交通体系 
計画の前提（対象） 
・本計画は、津山市における鉄道、バス、乗合タクシーを対象とし、津山市が目指すまちづくりと連携しな

がら、その利便性・快適性・円滑性を将来においても維持・確保を目的とするものである。 

・バリアフリー法に基づき高齢者、障害者の移動等の円滑化を目指すものであるが、これを利用することが

できない福祉的交通や私的交通は対象としない。 

計画の対象地域：津山市全域 

計 画 の 期 間：平成29～33年度（５か年） 

基本的な方針と取組の方向性 

みんなに「やさしい」「持続可能な」公共交通 

・利便性向上や利用案内の充実等により、公共交通の需要喚起を
図るとともに需要に応じた効果的・効率的な公共交通網体系の
維持・構築を図ります。 

・待合環境の改善やバリアフリー対応車両の積極導入により、多
くの方が利用できる公共交通網体系の維持・構築を図ります。 

・交通事業者の経営体力の回復、担い手不足改善に向けた支援を
行います。 

・公共交通を必要としている人、地域、事業所の意見を収集し、
ルールに基づき、協働して、利便性の高い公共交通網体系の維
持・構築を図ります。 

・中心部や地域拠点を連絡し、都市軸を形成する公共交通網体系
の維持・構築を図ります。 
 

【上位計画】 
第5次津山市総合計画 

 

「まちづくり」といっしょに考える公共交通 

・様々なまちづくりの施策と連携し、公共交通が果たすべき役割、
要請を見極めつつ、公共交通の利用促進や公共交通体系の維
持・構築を図ります。 

・特に今後、策定予定の立地適正化計画との連携を図り、「コン
パクトシティ」の形成の支援を目的とした公共交通の利用促進
や公共交通体系の維持・構築を図ります。 
 

「交流」と「にぎわいを創り出せる公共交通 

・津山市内に残る城下町の町並みやその他の地域資源を連絡する
など、観光に資する公共交通網体系の維持・構築を図ります。 
・津山市を周辺市町村の主要拠点連絡する広域的な公共交通網体
系の維持・構築を図ります。 

・津山市の玄関口として整備が進む津山駅周辺の拠点性強化に資
する公共交通網体系の維持・構築を図ります。 

・公共交通網体系の維持・構築に周辺市町と連携して取り組みを
行います。 
 

コンセプト 

③まちの 

にぎわいの創出 

②コンパクトな 

まちづくり 

④市域を越えた 

広域的な観点 

①持続可能な 

公共交通 

 

        中心部 

        地域拠点(支所) 

         乗り換え拠点 

        公共交通軸 

        幹線バス 

        支線バス 

        乗合タクシー  

中 心 部：アルネ及び商店街を中心とする地域 

地 域 拠 点：支所等を中心として商業、医療等主要施設
が集積している地域 

乗り換え拠点：鉄道とバス、バス相互、乗合タクシーとバ
スが結節し、乗り換えを行う拠点 

公共交通軸：鉄道、幹線バスにより津山市の都市軸を形
成し、周辺市町と連絡する交通軸 

幹 線 バ ス：バスの大量性を活かし、通勤通学を始め買
物、通院等に対応し、地域拠点と中心部を
連絡するバス 

支 線 バ ス：地域拠点や乗り換え拠点と周辺集落を中心
に連絡するバス路線 

乗合タクシー：バスでは対応できない空白地域において、
これらと乗り換え拠点を連絡する乗合路線 
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交通弱者、交通不便地域 
①公共交通不便地域での交通弱者の動向とニーズへの対応 

⇒ダイヤ調整 バス停の移設・新設 収益率の極めて低いバス路線の見直し 

高齢者(免許返納) 
①免許返納者の現状把握と交通ニーズへの対応 

      ⇒免許返納者への継続的なフォローアップ 特典の拡大とそれに対する行政支援 

供給から見た公共交通 
①民間による交通事業継続に向けた経営体力維持 

                ⇒イベント等での市内事業者の優先利用（路線、貸切） 低収益路線見直し 
②乗務員の確保と地位向上           ⇒２種免許取得支援 乗務員表彰制度とＰＲ 

子育て世代・子ども 
①子育て世代のための公共交通施策      ⇒運賃補助 子育てタクシー等の導入（妊婦・検診時等） 
②子どもへの公共交通の周知教育       ⇒乗り方教室、校外学習での積極利用 

目標達成に向けた事業イメージ 

魅力あるまち「津山」 
①津山をアピールする事業との連携     ⇒観光施設等への公共交通利用案内の掲載 
②にぎわい創出と公共交通の連携      ⇒イベント時における公共交通利便性向上・PR 

広域連携(岡山市) ①ＪＲ線による、岡山⇔津山の利便性・快適性向上   ⇒津山側の２次アクセス改善 

広域連携（津山圏域） 
①津山圏域（１市５町）での、公共交通連携       ⇒広域バス路線の利用促進 
②圏域を見据えた公共交通モード、拠点の検討      ⇒広域バス路線と地域内路線との連携 

市外からの利用者 
①観光側面や外国人観光客を重視した公共交通の検討     ⇒多言語による情報提供 
②医療インバウンドを想定した公共交通           ⇒施設側での情報提供  

都市機能誘導区域 
立地適正化計画における都市機能誘導区域の設定それに対応す
る公共交通のあり方 

居住誘導区域 
立地適正化計画における居住誘導区域の設定とそれに対応する
公共交通のあり方 

地域生活拠点 立地適正化計画における地域生活拠点の設定とそれに対応する
公共交通のあり方 

小さな拠点 小さな拠点のあり方とそれに対応する公共交通のあり方 

津山駅周辺整備 「津山駅北口広場整備」に伴う「まちの変化」と公共交通整備 
⇒収益率の極めて低いバス路線の見直し 情報提供の深化 

⇒収益率の極めて低いバス路線の見直し 

 空白地域における乗合タクシ－導入検討 

公共交通利便性の向上 
①住民・企業によるバス停移設・新設・維持管理に向けたルール検討・構築・実施 
②情報提供の多様化           ⇒電光掲示板・バスロケーションシステム・バスマップ(紙) 

公共交通利用促進 

①バス⇔ＪＲ⇔タクシーの乗継向上   ⇒ダイヤ調整 
②バリアフリー化と快適性向上     ⇒車両,駅舎 バス停等の改善 運転の気配り 
③利用方法の周知・教育  ⇒バスマップ配布 モビリティマネジメント（公共交通網の必要性、使い分け等） 
⇒「バス利用の日」の設定・実行 企業・施設の案内(HP,パンフ,チラシ等)での公共交通によるアクセス方法の記載推奨 

バス路線の再編・交通モードの 
検証 

①ごんご小循環線の再構築              
②旧津山市北部、南部地域の公共交通モード      
③旧町村の公共交通モード 
④小さな拠点（新たな交通拠点・形態） 
⑤公共交通の拠点 津山駅北口広場 

⇒収益率の極めて低いバス路線の見直し 

 空白地域における乗合タクシー導入検討運行 

みんなに「やさしい」 
「持続可能な」公共交通 

【関連計画等】 
津山市高齢者保健福祉計画 
津山市過疎地域自立促進市町村計画 

基 本 方 針 

【上位計画】 
第5次津山市総合計画 

 

 

「まちづくり」といっしょに 
考える公共交通 

【関連計画等】 
津山市都市計画マスタープラン 
津山市中心市街地活性化基本計画 
（津山市立地適正化計画） 

「交流」と「にぎわいを 
創り出せる公共交通 

【関連計画等】 
津山市観光戦略アクションプラン 
津山市まち・ひと・しごと創生総合戦略 
津山市中心市街地活性化基本計画 
（津山市立地適正化計画） 
（津山市都市計画マスタープラン） 
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検討中 

公共交通サービス満足度 

公共交通に対する、人口1人あたり財政負担額 

 交通空白地域率（人口比率） 

 公共交通利用者数（ＪＲ、路線バス） 

 都市誘導区域、居住誘導区域でのバス停利用数 

 市外からの来訪者の公共交通利用者数 

 観光、医療インバウンド事業等と公共交通の連
携件数 

 子育て世代、免許返納者の公共交通利用数・率 
（支援制度・補助制度利用者数） 

 住民提案によるバス停の改善件数 

 通勤・通学・通院以外の公共交通利用率 

 高校生・大学生の公共交通利用数・率     

基 本 方 針 

【上位計画】 
第5次津山市総合計画 

把握手法 現況値及び目標値 

市民アンケート調査 
(中間年、計画期間終了後) 
 
津山市決算書より試算 
（毎年公表） 

国勢調査人口メッシュデータ、公共交通網図 
(データ公表後) 

事業者調べ 
（市から毎年公表） 

事業者調べ(中間年、計画期間終了後) 
（市から公表） 

主要観光施設での来訪者ヒアリング 

事業制度利用者へのヒアリング 

高校生アンケート調査(中間年、計画期間終了後) 
通学定期発券数（事業者調べ⇒市から公表） 

事業者調べ 
（市から毎年公表） 

市で把握 
（実施後に公表） 

市民アンケート調査 
(中間年、計画期間終了後) 

検討中 

みんなに「やさしい」 
「持続可能な」公共交通 

【関連計画等】 
津山市高齢者保健福祉計画 
津山市過疎地域自立促進市町村計画 

 

「まちづくり」といっしょに 
考える公共交通 

【関連計画等】 
津山市都市計画マスタープラン 
津山市中心市街地活性化基本計画 
（津山市立地適正化計画） 

「交流」と「にぎわいを 
創り出せる公共交通 

【関連計画等】 
津山市観光戦略アクションプラン 
津山市まち・ひと・しごと創生総合戦略 
津山市中心市街地活性化基本計画 
（津山市立地適正化計画） 
（津山市都市計画マスタープラン） 

数 値 目 標 （案） 

 目標の実現化に向けて ●津山市 
・計画の実現化に向けて施策をリードする重要

な役割を果たす。 

・庁内の関係部局との調整とともに、ソフト的

な施策の実現化を図る。 

・「バス利用の日」を率先して実施する。 

●交通事業者 
・安全運行を第一とし、市民に信頼される公共交

通を担う者としてその維持・構築を果たす。 

・経営体力の維持回復に努めるとともに、乗務員

確保など将来に向けた担い手の育成を図る。 

 

●住民（自治体）・企業 
・公共交通が運行、存続されることの受益者としての自覚を

持ち、積極的に公共交通を利用する。 

・ルールに従ったバス停位置の見直し等や空各地域への運行

に際し、積極的に参画し、公共交通網の利便性向上、利用

促進に貢献する。 

本計画で設定した目標の実現化に向けては、従来の津

山市経済政策課と交通事業者だけではなく、市役所全

体、住民（自治会等）企業等との協働して、施策に取

り組んでいく必要がある。 


